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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 と
　 録 媒 体 に 画 像 を 記 録 す る 画 像 形 成 部 と 、
　 排 紙

と 、
　 前 記 排 紙

と 、
　 前 記 排 紙 ト レ イ に 記 録 媒 体
が 排 出 さ れ た こ と を 表 示 す る 表 示 部 と
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　
　

　

　

　
表 示 部 と

を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、
　 前 記

こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、

原 稿 の 画 像 を 読 み 取 る 原 稿 読 取 部 、
記 前 記 原 稿 読 取 部 で 読 み 取 っ た
前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に さ れ た 画 像 記 録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置 す る

排 紙 ト レ イ
ト レ イ に 載 置 さ れ た 記 録 媒 体 を 装 置 正 面 の 開 口 部 か ら 取 り 出 し 可 能 と す る よ う

に し て 、 前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に 配 設 す る 壁 部
前 記 壁 部 の 装 置 前 面 で あ っ て 前 記 排 紙 ト レ イ の 積 載 高 さ 内 に

ま た は 載 置

原 稿 の 画 像 を 読 み 取 る 原 稿 読 取 部 と 、
記 録 媒 体 に 前 記 原 稿 読 取 部 で 読 み 取 っ た 画 像 を 記 録 す る 画 像 形 成 部 と 、
前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に 排 紙 さ れ た 画 像 記 録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置 す る

排 紙 ト レ イ と 、
前 記 排 紙 ト レ イ と 前 記 画 像 読 み 取 り 部 と の 間 に 排 紙 さ れ た 画 像 記 録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置

す る 第 ２ の 排 紙 ト レ イ と 、
前 記 排 紙 ト レ イ お よ び 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に 載 置 さ れ た 記 録 媒 体 を 装 置 正 面 の 開 口 部 か ら

取 り 出 し 可 能 と す る よ う に し て 、 前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に 配 設 す る 壁 部
と 、

前 記 壁 部 の 装 置 前 面 で あ っ て 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に 隣 り 合 う 位 置 に 、 前 記 第 ２ の 排 紙
ト レ イ に 記 録 媒 体 が 排 出 ま た は 載 置 さ れ た こ と を 表 示 す る

に
排 紙 ト レ イ に は 複 写 に よ る 記 録 媒 体 が 載 置 さ れ 、 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に は フ ァ ク

シ ミ リ に よ る 記 録 媒 体 が 載 置 さ れ る

２ ま た は ３



　 前 記
る こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 前 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 以 下 の 構 成 と し た 。
（ １ ） ． と 録 媒 体 に 画
像 を 記 録 す る 画 像 形 成 部 と 、 排 紙

と 、 前 記 排 紙

前 記 排 紙
ト レ イ に 記 録 媒 体 が 排 出 ま た は 載 置 さ れ た こ と を 表 示 す る 表 示 部 と を 有 す る こ と と し た （
請 求 項 １ ） 。
（ ２ ） . 

表 示 部 と を 有 す る こ と と し た （ 請 求 項 ２ ） 。
（ ３ ） . （ ２ ） 記 載 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、 前 記

る こ と と
し た （ 請 求 項 ３ ） 。
（ ４ ） . （ ） （ ３ 記 載 の 画 像 形 成 装 置 に お い て 、 前 記

る こ と と し た （ 請 求
項 ４ ） 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 発 明 で は 、 排 紙 ト レ イ

る 。
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表 示 部 は 、 前 記 壁 部 の 装 置 前 面 で あ っ て 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ の 積 載 高 さ 内 に 設 け
ら れ て い

原 稿 の 画 像 を 読 み 取 る 原 稿 読 取 部 、 記 前 記 原 稿 読 取 部 で 読 み 取 っ た
前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に さ れ た 画 像 記

録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置 す る 排 紙 ト レ イ ト レ イ に 載 置 さ れ た 記 録 媒 体 を 装 置 正
面 の 開 口 部 か ら 取 り 出 し 可 能 と す る よ う に し て 、 前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間
に 配 設 す る 壁 部 と 、 前 記 壁 部 の 装 置 前 面 で あ っ て 前 記 排 紙 ト レ イ の 積 載 高 さ 内 に

原 稿 の 画 像 を 読 み 取 る 原 稿 読 取 部 と 、 記 録 媒 体 に 前 記 原 稿 読 取 部 で 読 み 取 っ た 画
像 を 記 録 す る 画 像 形 成 部 と 、 前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に 排 紙 さ れ た 画 像 記
録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置 す る 排 紙 ト レ イ と 、 前 記 排 紙 ト レ イ と 前 記 画 像 読 み 取 り 部 と の 間 に
排 紙 さ れ た 画 像 記 録 後 の 記 録 媒 体 を 載 置 す る 第 ２ の 排 紙 ト レ イ と 、 前 記 排 紙 ト レ イ お よ び
第 ２ の 排 紙 ト レ イ に 載 置 さ れ た 記 録 媒 体 を 装 置 正 面 の 開 口 部 か ら 取 り 出 し 可 能 と す る よ う
に し て 、 前 記 原 稿 読 取 部 と 前 記 画 像 形 成 部 と の 間 に 配 設 す る 壁 部 と 、 前 記 壁 部 の 装 置 前 面
で あ っ て 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に 隣 り 合 う 位 置 に 、 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に 記 録 媒 体 が 排
出 ま た は 載 置 さ れ た こ と を 表 示 す る

に 排 紙 ト レ イ に は 複 写 に よ る 記 録 媒 体
が 載 置 さ れ 、 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ に は フ ァ ク シ ミ リ に よ る 記 録 媒 体 が 載 置 さ れ

２ ま た は ） に 表 示 部 は 、 前 記 壁 部 の
装 置 前 面 で あ っ て 前 記 第 ２ の 排 紙 ト レ イ の 積 載 高 さ 内 に 設 け ら れ て い

請 求 項 １ 記 載 の の 横 に 表 示 部 を 設 け る こ と に よ り 、 排 紙 ト レ イ に
記 録 媒 体 が 排 出 さ れ た こ と の 視 認 性 が 向 上 す

請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 で は 、 第 ２ の 排 紙 ト レ イ の 横 に 表 示 部 を 設 け た こ と に よ り 、 第 ２ の
排 紙 ト レ イ に 記 録 媒 体 が 排 出 さ れ た こ と の 視 認 性 が 向 上 す る 。

請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 で は 、 各 ト レ イ へ 記 録 媒 体 を 仕 分 け る よ う に し た こ と に よ り 、 第 ２
の 排 紙 ト レ イ に フ ァ ク シ ミ リ に よ る 記 録 媒 体 が 載 置 さ れ て い る こ と の 視 認 性 が 向 上 す る 。
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